
福岡大学成績考査規程
第1条 福岡大学学則（以下「学則」という。）に定める試験の実施及び成績考査については、学則第35
条から第39条までに定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 試験は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
⑴ 試験時に筆記により行うもの
⑵ 教務委員会が認めた方法により行うもの

第2条の2 各授業科目の成績の評価は、試験により行う。ただし、平素の学習状況を考慮することがで
きる。

2 前項本文の規定にかかわらず、教授会等において、演習、演習及び論文、実習、実験、実技その他こ
れに準ずるものと認められた授業科目又はその開講期間内に適正な成績評価を行うことが可能であると
認められた授業科目の成績については、試験によらず、これを評価することができる。

3 開講期間が通年の授業科目の成績評価を行うときは、各学期の成績を考慮する。
4 授業科目を履修し、合格の成績評価を得た学生には、その授業科目所定の単位を与える。ただし、各
学期の授業料等納入金又は各授業科目の受講料を納入していないときは、当該各学期又は当該各授業科
目についての成績評価を行わない。

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、試験を受けることができない。
⑴ 試験を受けようとする授業科目をその学年において登録していないとき。
⑵ 受験中に学生証を所持していないとき。
⑶ 試験開始後20分以上遅刻したとき。

2 前項の規定により、試験を受けなかった授業科目は無効とする。
第3条の2 医学部医学科の時間制の授業科目については、出席時間数が授業を行った時間数の3分の2
に満たない場合、原則として試験を受けることができない。

2 医学部看護学科の専門基礎科目及び専門教育科目の講義・演習科目については、出席回数が実施授業
回数の3分の2に満たない場合、原則として試験を受けることができない。その場合、当該授業科目の
成績評語は放棄とし、追試験の対象としない。また、専門教育科目の実習科目については、出席回数が
実施授業回数の4分の3に満たない場合、原則として成績評価を受けることができない。その場合も当
該科目の成績評語は放棄とする。

第4条 成績評価は評点をもって行い、成績通知は評点又は秀A、優B、良C、可D、不可F、放棄Hの
成績評語をもって行う。ただし、教務委員会が認める授業科目（評点による成績評価を行わない授業科
目に限る。）については、評点及び成績評語によらず、合否のみにより成績評価及び成績通知を行うこ
とができる。

2 次の各号に掲げる成績評語は、当該各号に定める評点等を基準に区分する。
⑴ 秀A 100点から90点まで
⑵ 優B 89点から80点まで
⑶ 良C 79点から70点まで
⑷ 可D 69点から60点まで
⑸ 不可F 59点以下
⑹ 放棄H 試験放棄又は成績評価不能

3 第1項本文の規定により成績評価を行う授業科目は、前項の成績標語が秀A、優B、良C及び可Dで
あるものを合格とし、不可Fであるものを不合格とする。

4 履修した授業科目のうち、第1項本文の規定により成績評価を行うものについては、評点等に応じ、
次に掲げるGP評点を与える。
⑴ 100点から90点まで＝4．0
⑵ 89点から80点まで＝3．0
⑶ 79点から70点まで＝2．0
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⑷ 69点から60点まで＝1．0
⑸ 59点以下及び試験放棄又は成績評価不能＝0．0
5 履修した評点により成績評価を行う各授業科目のGP評点に当該各授業科目の単位数を乗じて算出し
た値の総和を履修登録した授業科目の総単位数で除した値を、GPA評価とする。ただし、福岡大学（以
下「本学」という。）における授業科目の履修により修得したものとみなして単位を認定した授業科目
及び合否のみにより成績評価を行う授業科目については、GPA評価の対象としない。

第5条 受験中に不正行為を行った者に対しては、当該期間（前期又は後期）に完結する全授業科目及び
通年で実施する全授業科目を放棄とみなす。

2 前項で放棄とみなした科目については、追試験の対象としない。
第5条の2 受験中に答案を持ち出した者に対しては、その受験科目を放棄とみなす。
2 前項で放棄とみなした科目については、追試験の対象としない。
第6条 病気その他やむを得ない理由によって定期試験を受験することができなかった者に対しては、本
人の願出により追試験を行うことがある。

2 追試験の願出は、所定の書式により、病気の場合には医師の診断書を、病気以外のやむを得ない理由
の場合には証明書を添え、定期試験終了後5日以内に学生課に提出しなければならない。

第7条 追試験は、定期試験終了後本学が定める日に1回だけ行う。
第8条 追試験を受験した者の評価は、80点を限度とする。ただし、情状によりこの制限を免除し、又は
緩和することがある。

第9条 合格点の成績評価を得た授業科目は、再履修することができない。
第10条 授業科目の再履修により合格点を得た場合は、その合格点をもって以前の不合格点に代える。
第11条 追試験の受験料は1科目につき2，000円とする。ただし、情状によりこれを減額又は免除するこ
とがある。

2 いったん納めた受験料は、これを返還しない。
第12条 次の者に対しては、本人の願出により当該年度に受験した定期試験の授業科目について、学年末
に再試験を行うことがある。
⑴ 第4年次以上（薬学部は第6年次以上）の卒業見込者にして、既得単位数と新たに登録した単位数
との和が卒業に必要な単位数に達し、かつ、その必要単位数のうち8単位以内の不合格点を得た者（後
期の追試験の結果、不合格点を得た者を除く。）

⑵ 教職課程、博物館学芸員課程、社会教育主事課程及び日本語教員課程資格取得を目的とする場合、
第4年次以上の卒業見込者にして、既得単位数と新たに登録した単位数との和が各課程の資格取得に
必要な単位数に達し、かつ、その必要単位数のうち各課程につき4単位以内の不合格点を得た者。（当
該学科の卒業に必要な単位数に算入しない科目に限る。）ただし、後期の追試験の結果、不合格点を
得た者を除く。

⑶ 理学部の第2年次生にして、不合格の成績評価を得た者（後期の追試験の結果、不合格点を得た者
を除く。）

⑷ 医学部医学科の学生にして、不合格の成績評価を得た者。ただし、単位制の授業科目については、
15単位以内とする。第3学年及び第4学年の専門教育科目については、その学年の授業科目数の60パー
セント以内とする。（追試験の結果、不合格点を得た授業科目を含む。）

⑸ 医学部看護学科の第1年次生から第3年次生については、次のとおりとする。
ア 第1年次生及び第2年次生にして、不合格の成績評価を得た者で、再試験により、進級の見込み
のある者。ただし、各年次8単位以内とする。（各年次の後期の追試験の結果、不合格点を得た授
業科目を除く。）

イ 第3年次生にして、前期に開講する専門基礎科目及び専門教育科目について不合格の成績評価を
得た者で、再試験により、第3年次後期に開講する看護学実習科目の履修見込みのある者。ただし、
8単位以内（前期の追試験の結果、不合格点を得た授業科目を除く。）とし、本項柱書きの規定に
かかわらず再試験は前期末に実施する。

⑹ 薬学部の第1年次生から第5年次生にして不合格の成績評価を得た者で、再試験により、進級の見
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込みのある者（後期の追試験の結果、不合格点を得た者を除く。）
第13条 再試験の願出は、前条第1号については、卒業に必要な最小限度の単位数（8単位以内）、同条
第2号については、各課程の資格取得に必要な最小限度の単位数（4単位以内）とし、成績発表後所定
の期日までに、願書を各学部等の教務担当事務課（室）に提出しなければならない。

2 理学部学生の再試験の願出は、前条第3号については、8単位以内とし、成績発表後所定の期日まで
に願書を教務三課に提出しなければならない。

3 医学部医学科学生の再試験の願出は、成績発表後所定の期日までに、願書を医学部事務課に提出しな
ければならない。

4 医学部看護学科学生の再試験の願出は、前条第5号アについては、成績発表後所定の期日までに、同
号イについては、別途定める日までに願書を看護学科事務室に提出しなければならない。

5 薬学部学生の再試験の願出は、前条第1号については、卒業に必要な最小限度の単位数（8単位以内）、
同条第6号については、進級に必要な最小限度の単位数（8単位以内かつ4科目以内）とし、成績発表
後所定の期日までに願書を教務三課に提出しなければならない。ただし、同号の第3年次生については、
共通教育科目の再試験は行わない。また、専門教育科目については、再試験の結果、上位年次に進級で
きない者は、その再試験を無効とする。

第14条 再試験の得点は、60点を限度とする。
第15条 再試験の受験料は1単位につき1，000円とする。ただし、医学部医学科の時間制の専門教育科目
は、1科目につき4，000円とする。

2 いったん納めた受験料は、これを返還しない。
附 則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。
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